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令和8年4月9日

・保証承諾額は累計で3,193億円、前年比111.6％と前年度を上回った。
・資金使途別では運転資金2,699億円（前年比108.6％）、設備資金367億円（前年比131.6％）、運設併用資金
127億円（128.2％）となった。
・昨今の人手不足やエネルギー・原材料価格高騰に対応するための運転資金、事業維持に必要な設備更新や生産性向上
を目的とした設備資金の増加に加えて、金利上昇局面を踏まえ、将来の調達コスト上昇を見据えた前倒しでの資金需要も
保証承諾額増加の要因と考えられる。
・業種別においても、すべての業種で前年度を上回り、増加率では不動産業が124.5％、次いでサービス業が115.8％、建設
業が115.2％と高かった。

■保証承諾

■保証債務残高
・保証債務残高は1兆1,101億円、前年比94.9％と前年度を下回った。
・令和2年度に取扱ったゼロゼロ融資の保証債務残高が前年比で1,044億円（22.8％）減少し、3,537億円となった。
・ゼロゼロ融資を除く保証債務残高が前年比で446億円（6.3％）増加していることに伴い、総体の減少ピッチは緩やかになっ
ている。
■代位弁済
・代位弁済額は182億円、前年比101.2％と前年度を上回った一方で、代位弁済件数は1,751件、前年比94.8％と前年
度を下回った。大口先の代位弁済が増加したため、1件当たりの代位弁済金額は増加した。
・業種別の代位弁済額では、製造業、卸売業、小売業、飲食業、サービス業、不動産業が前年度を上回った。
・地区別では、石狩振興局、上川総合振興局、胆振総合振興局、釧路総合振興局、根室振興局を除くすべての振興局で
前年度を上回った。



信用保証の実績（総括）
令和7年度（令和8年3月末）の保証実績

（単位：件、百万円）
令和6年度 令和7年度 前年同月比

件数 金額 件数 金額 件数 金額

保証承諾 22,617 286,208 24,513 319,299 108.4% 111.6% 

保証債務残高 109,429 1,169,820 108,062 1,110,062 98.8% 94.9% 

＊うちｾﾞﾛｾﾞﾛ融資 40,230 458,139 33,582 353,747 83.5% 77.2% 

代位弁済 1,848 17,997 1,751 18,206 94.8% 101.2% 

＊うちｾﾞﾛｾﾞﾛ融資 638 7,529 488 5,441 76.5% 72.3% 
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代位弁済の推移（百万円）

1※ゼロゼロ融資とは、新型コロナウイルス感染症流行の影響によって売上が減少した事業者に対して、実質無利子・無担保で行った融資のこと。
北海道では令和2年5月に創設した中小企業総合振興資金「新型コロナウイルス感染症対応資金」として取扱いを開始。令和3年3月末で申込受付を終了している。
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…保証利用企業者数

…ゼロゼロ融資残高



資金使途別の保証実績
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業種別の保証実績

保証承諾の推移 代位弁済の推移
グラフ上部の数字は前年同月比グラフ上部の数字は前年同月比 （百万円）（百万円）

製造業 建設業 卸売業 小売業 飲食業
運輸倉
庫業

サービ
ス業

不動産
業

その他

R4.3 24,682 64,961 31,591 29,016 9,369 15,001 42,464 15,758 6,138
R5.3 26,198 70,129 33,193 32,450 8,473 16,778 42,704 18,866 6,096
R6.3 33,373 88,147 39,939 42,555 13,798 19,686 57,726 21,043 8,980
R7.3 29,156 80,183 36,370 38,378 9,937 15,824 48,541 20,616 7,203
R8.3 30,391 92,393 39,059 40,792 10,127 17,365 56,232 25,669 7,271
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R4.3 930 837 831 661 492 257 1,326 10 51
R5.3 1,354 3,002 1,446 1,709 951 1,634 2,218 80 217
R6.3 1,485 4,723 1,587 2,375 1,580 1,285 3,294 216 809
R7.3 1,501 4,472 2,013 2,247 1,947 1,530 3,297 453 537
R8.3 2,257 3,212 2,136 3,280 2,126 566 3,409 856 363
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地区別の保証実績
保証承諾の推移
石狩振興局 石狩振興局以外 グラフ上部の数字は前年同月比率

石狩振

興局

R4.3 106,495
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R8.3 138,734
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R4.3 22,073 1,125 11,636 10,639 19,449 1,570 3,823 13,762 13,852 2,317 13,856 13,033 4,047 1,303
R5.3 24,208 1,102 12,290 11,163 22,782 1,762 3,463 14,044 18,882 2,740 14,400 15,908 4,466 1,405
R6.3 28,810 968 14,620 13,981 31,443 2,271 3,552 16,634 25,327 3,808 19,919 19,056 6,285 996
R7.3 22,738 1,229 12,526 15,101 27,748 1,847 3,546 16,968 22,019 3,480 16,308 17,972 5,148 1,160
R8.3 28,452 974 12,183 16,523 31,239 1,951 3,880 18,184 21,248 4,105 17,781 17,378 5,137 1,528
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6

石狩振興局以外

地区別の保証実績
代位弁済の推移
石狩振興局 グラフ上部の数字は前年同月比率

石狩振

興局

R4.3 1,947
R5.3 6,787
R6.3 9,482
R7.3 10,568
R8.3 9,123
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R4.3 602 0 290 248 674 3 115 294 107 78 257 365 373 39
R5.3 1,456 19 347 431 1,130 38 127 610 474 20 555 469 19 129
R6.3 1,391 9 881 556 1,641 93 50 463 798 126 942 821 64 34
R7.3 1,272 57 265 420 1,809 72 30 426 817 65 709 1,051 397 41
R8.3 2,107 68 278 926 1,711 207 216 889 791 91 1,021 637 103 40
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モニタリング強化型特別保証の創設について

保証限度額

2億8,000万円
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
※中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円以内

責任共有制度 責任共有対象

対 象 資 金 事業資金

申 込 方 法 金融機関経由

返 済 方 法 一括返済または分割返済

保 証 期 間
一括返済の場合 １年以内
分割返済の場合 10年以内
（据置期間は運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内）

担 保 必要となる場合がある

保 証 人 必要となる場合がある
（法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない）

融 資 利 率 金融機関所定利率

添 付 書 類
・信用保証協会所定の申込資料
・モニタリング強化型特別保証制度資格要件申告書兼誓約書

取 扱 期 間
令和8年3月16日から令和11年3月31日まで
（保証申込受付ベース）

令和8年3月16日から新たな保証制度「モニタリング強化型特別保証」の保証申込受付を開始しました。本制度は中小企業の皆さ
まが認定経営革新等支援機関（※）と連携して、月次で経営状況等を金融機関と当協会に報告することで、経営状況の変化を早期に
捉え、金融機関と当協会による適時・適切な経営支援等に繋げることを目的としています。
※認定経営革新等支援機関…中小企業等経営強化法第31条第１項の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関など。

令和8年3月16日から令和9年3月31日までに保証申込した場
合、適用される保証料率に応じて、各補助区分欄に掲げる料率
に相当する額を国が補助します。
※令和9年4月1日以降の保証申込については補助の有無を含め未定です。

※条件変更に伴い追加して生じる保証料については国の補助対象外となります。

区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
料率（％） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
補助（％） 0.95 0.87 0.77 0.67 0.57 0.50 0.40 0.30 0.22

事業者負担（％） 0.95 0.88 0.78 0.68 0.58 0.50 0.40 0.30 0.23

認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や
資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約
する中小企業者
※当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金
融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残
高の割合が5割以上であるものに限ります。

令和8年3月創設

ご利用いただける方 制度概要

保証料率

経営状況の
把握が可能です

ニーズに応じた
支援が受けられます

国から保証料の
補助があります

ポイント3ポイント１ ポイント2

税理士や金融機関と連携
しながら、経営状況等を
月次で把握できます。

経営状況の変化を早期に
捉え、適時・適切な経営
支援等が受けられます。

通常の保証料率に対し
て約2分の1に相当する
額を国が補助します。
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